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前
史
　
応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
将
軍
家
―
義
政
・
義
尚
の
時
代（
文
明
九
年
〜
延
徳
元
年
）
―
　

　
列
島
や
足
利
将
軍
家
を
二
分
し
た
応お

う

仁に
ん

・
文ぶ

ん

明め
い

の
乱（
以
下
、
大
乱
）は
、
文
明
五
年（
一
四
七
三
）に
西
軍
の
総
大

将
山や

ま

名な

宗そ
う

全ぜ
ん（

持も
ち

豊と
よ

）と
東
軍
の
総
大
将
細ほ

そ

川か
わ

勝か
つ

元も
と

と
が
続
け
て
死
去
し
た
う
え
、
室
町
殿
で
八
代
将
軍
の
足
利

義よ
し

政ま
さ

の
移
譲
を
受
け
て
、
足
利
義よ

し

尚ひ
さ

が
十
二
月
十
九
日
に
九
代
将
軍
に
就
任
す
る
な
ど﹇
親
元
日
記
、
親
長
﹈、
大
き

な
転
換
を
迎
え
た
。
そ
し
て
、
翌
六
年（
一
四
七
四
）に
細
川
京け

い

兆ち
ょ
う

家け
（
細
川
氏
の
惣
領
家
）と
山
名
氏
と
の
和
睦
は

成
立
し
た
が
、
こ
れ
は
東
・
西
両
軍
同
意
の
う
え
で
の
和
睦
で
は
な
か
っ
た
。

　
そ
の
後
、
東
・
西
両
軍
の
和
睦
の
機
運
が
高
ま
っ
た
の
は
文
明
八
年（
一
四
七
六
）で
あ
る
。
同
年
は
将
軍
御
所

で
あ
る
室む

ろ

町ま
ち

第て
い（

室
町
殿
・
花
の
御
所
）が
十
一
月
十
三
日
に
焼
失
す
る
な
ど
し
た
が﹇
親
長
・
実
隆
﹈、
翌
十
二
月
に
は

義
政
実
弟
で
か
つ
て
の
将
軍
継け

い

嗣し

で
あ
っ
た
、西
軍
の
〝
将
軍
〞
足
利
義よ

し

視み
（
今い
ま

出で

川が
わ

殿ど
の

）と
の
和
解
が
進
め
ら
れ

た﹇
蜷
川
―
八
九
﹈。
翌
九
年（
一
四
七
七
）に
入
る
と
、
一い

っ

色し
き

義よ
し

直な
お

や
大お

お

内う
ち

政ま
さ

弘ひ
ろ

な
ど
西
軍
の
大
名
ら
が
次
々
と
義
政

に
赦
免
さ
れ
た﹇
親
長
：
5
・
7
﹈。
大
乱
の
要
因
と
な
っ
た
畠

は
た
け

山や
ま

義よ
し

就ひ
ろ

が
九
月
に
な
っ
て
河
内
に
下
国﹇
長
興
：
9
・

23
﹈、
十
一
月
十
一
日
に
は
政
弘
や
能
登
の
畠
山
義よ

し

統む
ね

、
土と

岐き

成し
げ

頼よ
り

と
い
っ
た
西
軍
の
主
要
勢
力
が
帰
国
し
た
こ

と
で
大
乱
は
終
結
し
た﹇
親
長
ほ
か
﹈。
義
政
は
翌
十
二
日
に
後ご

土つ
ち

御み

門か
ど

天
皇
の
も
と
に
武
家
伝て

ん

奏そ
う

広ひ
ろ

橋は
し

兼か
ね

顕あ
き

を
派

遣
し
て
、
大
乱
終
結
を
報
告
し
て
い
る﹇
兼
顕
卿
記
﹈。

　
翌
十
年（
一
四
七
八
）に
は
義
視
の
使
者
が
上
洛
し
、
八
月
二
十
三
日
に
正
式
に
義
政
・
義
視
兄
弟
の
和
睦
が
成

大
乱
の
終
結
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立
し
た﹇
親
元
日
記
ほ
か
﹈。
た
だ
、
す
で
に
将
軍
職
は
義
政
の
子
で
あ
る
義
尚
が
就
任
し
て
お
り
、
本
来
将
軍
継
嗣

で
あ
っ
た
義
視
が
将
軍
職
に
就
任
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
文
明
十
一
年（
一
四
七
九
）十
一
月
二
十
二
日
に
十
五
歳
と
な
っ
た
義
尚
は
御ご

判は
ん

始は
じ
め

、
評

ひ
ょ
う
じ
ょ
う定

始は
じ
め

、
沙さ

た汰
始は

じ
めを

お
こ
な
い﹇
長
興
﹈、執
務
の
条
件
が
整
っ
た
。
こ
れ
以
前
、幕
府
執し

っ

政せ
い

は
義
政
御み

台だ
い

所ど
こ
ろの
日ひ

の野
富と

み

子こ

が
担
っ
て
い

た
が
、
な
お
政
治
的
主
権
者
は
「
室
町
殿
」
で
あ
る
義
政
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
義
政
は
大
乱
以
前
に
お
こ
な
っ

て
い
た
寺
社
本
所
領
還
付
政
策
を
大
乱
終
結
後
に
再
開
し
た
が
、
大
名
や
守
護
ら
が
そ
れ
に
従
わ
な
い
と
し
て
、

八
月
に
は
赤あ

か

松ま
つ

政ま
さ

則の
り

の
参
礼
を
停
止
さ
せ
た﹇
晴
富
：
1
﹈。
だ
が
、
そ
れ
で
も
還
付
は
進
ま
ず
、
翌
十
二
年
に
か

け
て
義
政
は
大
名
ら
へ
の
不
満
の
た
め
に
度
々
大
名
の
出
仕
停
止
や
対
面
停
止
を
お
こ
な
っ
て
い
る﹇
長
興
：
文
明

12
・
3
・
21
﹈。

　
文
明
十
二
年（
一
四
八
〇
）三
月
二
十
九
日
に
義
尚
は
権

ご
ん
の

大だ
い

納な

言ご
ん

に
昇
進
し﹇
公
卿
﹈、
翌
四
月
十
四
日
に
は
富
子

の
兄
日
野
勝か

つ

光み
つ

の
娘（
祥
し
ょ
う

雲う
ん
い
ん院

）を
御
台
所
と
し
て
い
る﹇
大
乗
院
：
15
﹈。
た
だ
、
五
月
二
日
に
は
義
政
へ
の
不
満
で

髻
も
と
ど
りを
切
っ
て
お
り﹇
長
興
﹈、
将
軍
家
内
で
は
不
和
が
続
い
て
い
る
。

　
翌
十
三
年（
一
四
八
一
）正
月
十
日
、義
政
は
富
子
と
の
不
和
に
よ
り
「
隠
居
分
」
と
し
て
諸
大
名
ら
と
の
対
面

を
拒
否
し
て
い
る﹇
長
興
﹈。
さ
ら
に
十
月
二
十
日
に
な
っ
て
、
富
子
や
義
尚
と
の
不
和
、
寺
社
本
所
領
な
ど
を
め

ぐ
る
諸
大
名
へ
不
満
も
あ
り
、
当
時
の
御
所
小こ

川か
わ

第て
い

を
出

し
ゅ
っ

奔ぽ
ん

し
て
長な

が
た
に谷（

京
都
市
左
京
区
）へ
移
っ
た﹇
長
興
﹈。

　
義
政
は
翌
十
四
年（
一
四
八
二
）も
長
谷
に
留
ま
る
な
か
で
、東
山
の
山
荘（
東
山
殿
、京
都
市
左
京
区
）造
営
を
本
格

東
山
山
荘
造
営
開

始
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的
に
開
始
し
た
。
二
月
に
は
山
荘
の
候
補
地
の
選
定
を
は
じ
め
て
い
る﹇
長
興
：
25
﹈。
ま
た
、
未
だ
継
続
し
て
い

た
関
東
で
の
享

き
ょ
う

徳と
く

の
乱
も
終
結
に
向
け
て
進
展
し
た
。
古こ

河が

公く

方ぼ
う

足
利
成し

げ

氏う
じ

と
義
政
の
和
睦
が
、
越
後
守
護
の

上う
え

杉す
ぎ

房ふ
さ

定さ
だ

や
細
川
京
兆
家
の
当
主
細
川
政ま

さ
も
と元（

勝
元
の
後
継
者
）ら
の
仲
介
の
う
え
、
十
一
月
に
義
政
が
成
氏
に
赦

免
の
御ご

内な
い

書し
ょ

を
発
給
し
た
こ
と
で
成
立
し
た
の
で
あ
る﹇
喜
連
川
文
書
：
戦
古
―
一
八
六
﹈。
こ
れ
に
よ
り
、
当
初
、
鎌

倉
公
方
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
堀ほ

り

越ご
え

公く

方ぼ
う

足
利
政ま

さ

知と
も（

義
政
の
庶
兄
）は
、
鎌
倉
公
方
か
ら
伊
豆
一
国
の
国
主
と
い
う

地
位
に
変
更
す
る
こ
と
と
な
っ
た﹇
諸
状
案
文
：
大
日
八
―
一
四
﹈。

　
文
明
十
五
年（
一
四
八
三
）六
月
二
十
日
に
、
朝
廷
よ
り
室
町
殿
義
政
の
称
号
を
「
東
山
殿
」
に
、
義
尚
の
称
号

を
「
室
町
殿
」
と
す
る
よ
う
に
義
政
ら
に
伝
え
ら
れ
た﹇
親
元
日
記
﹈。
そ
し
て
六
月
二
十
七
日
に
な
っ
て
、
義
政

は
造
営
途
中
の
山
荘
に
移い

徙し

し
た﹇
お
湯
殿
﹈。
山
荘
の
周
辺
に
は
政ま

ん

所ど
こ
ろ

執し
つ

事じ

で
あ
る
義
政
側
近
伊い

せ勢
貞さ

だ

宗む
ね

の
ほ

か
、
側
近
奉ぶ

行ぎ
ょ
う

衆し
ゅ
うで

政
所
執
事
代
で
あ
る
布ふ

施せ

英ひ
で

基も
と

ら
も
移
っ
て
い
る
。

　
文
明
十
六
年（
一
四
八
四
）八
月
に
は
、
未
だ
赦
免
さ
れ
て
い
な
い
畠
山
義
就
討
伐
の
た
め
に
、
義
政
と
義
尚
に

よ
る
親
征
も
計
画
さ
れ
た
が﹇
大
乗
院
：
9
・
16
﹈、
実
際
に
義
政
父
子
が
親
征
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
十
二
月
二

十
三
日
に
義
尚
が
義
政
の
移
譲
に
よ
り
淳じ

ゅ
ん
な和
院い

ん
・
奨

し
ょ
う

学が
く

院い
ん

別
当
と
な
っ
て
い
る﹇
官
位
﹈。
ま
た
、
義
尚
は
こ
の
年

に
熱あ

つ

田た

大だ
い

宮ぐ
う

司じ

職し
き

に
関
し
て
執し

つ

奏そ
う

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
義
尚
に
よ
る
執
奏
始
で
あ
り﹇
十
輪
院
内
府
記
：
文
明
17
・

8
・
18
﹈、
対
朝
廷
政
策
に
お
い
て
、
義
政
よ
り
義
尚
へ
の
権
力
移
譲
の
一
端
で
あ
っ
た
。

　
翌
文
明
十
七
年（
一
四
八
五
）三
月
十
七
日
に
は
、当
時
義
尚
が
移
っ
た
小
川
第
に
将
軍
家
の
家
督
を
象
徴
す
る

享
徳
の
乱
終
結
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